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Ⅰ 発達相談支援センターの概要 
（令和 3年 4月 1日現在） 

１ 沿 革 

昭和 53年 4月  仙台市心身障害者相談センター設置 

平成元年 4 月  政令指定都市移行に伴い，仙台市児童相談所設置 

平成 4 年 4 月  仙台市身体障害者更生相談所設置 

平成 5 年 4 月  仙台市知的障害者更生相談所設置 

平成 8 年 4 月  知的障害者更生相談所と身体障害者更生相談所を統合し仙台市障害者更

生相談所を設置 

平成 10年度   仙台市リハビリテーション検討委員会より当センター設置の提言 

平成 14年 4月  児童相談所の障害相談・判定業務と障害者更生相談所の知的障害相談・ 

判定業務を統合し仙台市発達相談支援センターを設置 

10月  自閉症・発達障害支援センターに承認（現：発達障害者支援センター） 

平成 23年 5月  仙台市南部発達相談支援室設置 

平成 24年 1月  仙台市南部発達相談支援室を組織改正して仙台市南部発達相談支援セン 

ター設置（仙台市発達相談支援センターを仙台市北部発達相談支援セン

ターに名称変更） 

平成 29年 4月  やまびこホームを廃止し，北部・南部発達相談支援センターへ機能移転 

 

２ 機 構 

  健康福祉局 

総 務 課 

地域福祉部 

障害福祉部     障害企画課 

          障害者支援課 

                  障害者総合支援センター（ウェルポートせんだい） 

                  精神保健福祉総合センター（はあとぽーと仙台） 

                  北部発達相談支援センター（北部アーチル） 

南部発達相談支援センター（南部アーチル） 

保険高齢部 

保健衛生部 

保 健 所 

衛生研究所  

 

※「アーチル」とは「アーチ（arch：橋）」と「パル（pal：仲間）」とをかけたもので，センター

が障害のある方と市民の「架け橋」になるようにとの願いを込め，市民公募によってつけてい

ただいた愛称です。 
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３ 施設概要 

（北部発達相談支援センター） 

・所 在 地 〒981-3133 仙台市泉区泉中央二丁目 24番地の１ 

・建  設 平成 13年 8月改築工事着手 平成 14年 3月竣工 

・構  造 鉄筋コンクリート 2階建て 

・敷地面積 約 4,200㎡ 

・延床面積 2,845.34㎡（休日診療所含む） 

・建物状況（平面図） 

（西棟は仙台市健康増進センター，障害者総合支援センター，乳がん検診センターと併設） 

（東棟は泉区休日診療所と併設） 

 

 

階段

OT・PT室

玄関

階段

相談室

清掃員

控室
相談室相談室相談室

W.C.

指導室 指導室
プレイルーム

休日診療所

玄関

ホール

大会議室

言語

医療

相談室

相談室

シャワー室

集団指導室

W.C.

指導室

EV 階段

倉庫

W.C.

湯

休日診療所

検査室

心理

検査室

西棟１階平面図 東棟１階平面図

W.C.

書庫

聴力

検査室

W.C.
W.C. 湯

事務室

東棟２階平面図

書庫

W.C.

談話室

談話室

カンファレンス

ルーム

プレイルーム

W.C.

W.C.

W.C.

EV

階段

湯

電気室

アフターケア室

相談室 相談室

カンファレンス

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

研修室

吹き

抜け

※W.C.… 化粧室 

EV  … エレベーター 



 

- 3 - 

（南部発達相談支援センター） 

・所 在 地 〒982-0012 仙台市太白区長町南三丁目 1番 30号 

・建  設 平成 22年 10月新築工事着手 平成 23年 11月竣工 

・構  造 鉄筋コンクリート 3階建て 

・敷地面積 約 1,800㎡ 

・延床面積 1,984.23㎡ 

（仙台市社会福祉協議会太白事務所会及び仙台オープン病院附属乳がん検診長町センター含む） 

・建物状況（平面図） 

 

 

１階平面図 

２階平面図 

３階平面図 

※W.C … 化粧室 

EV  … エレベーター 

 

相談室

言　語

カンファレンス

ルーム

倉庫

テラス

テラス

W.C

W.C
W.C

EV

医療相談室

心理相談室

玄関

湯

玄関

階段 W.C W.C

EV

W.C

書庫

階段

談話室

仙台オープン病院附属

乳がん検診長町センター

仙台市太白区社会福祉協議会事務室

（南部発達相談支援センター）
聴覚言語検査室

W.C

OT・PT室

階段

EV

W.C
シャワー室

情報コーナー

W.C W.C 階段

研修室
相談室

相談室

湯

アフターケア室

指導室 指導室 指導室

階段

プレイルーム

相談室

湯 大会議室

相談室相談室相談室

階段

清掃

控室

仙台市社会福祉協

議会太白区事務所 
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４ 組織・職員体制 

（令和 3年 4月 1日現在） 

北部発達相談支援センター 

総務係長・・・・・・・・事務職１，保育士１，再任用（事務）１，  

（事務職）        再任用（看護師）１，会計年度任用職員２ 

 

主幹兼企画調整係長・・・事務職１，ケースワーカー２，保健師１， 

（事務職）        心理判定員１ 

               

 乳幼児支援係長・・・・・ 心理判定員６，保育士３，保健師２，理学療法士１， 

（保健師）       言語聴覚士３，再任用（保育士）１，会計年度任用職

員１７ 

 

学齢児支援係長・・・・・教員５，ケースワーカー１，心理判定員４， 

（教員）         作業療法士１，会計年度任用職員８ 

 

成人支援係長・・・・・・ケースワーカー３，心理判定員１，保健師１， 

（心理職）       作業療法士１，会計年度任用職員８ 

 

（医師２，事務４，教員６，ケースワーカー６，心理判定員１３，保育士４，保健師５，理学療法士１， 

作業療法士２，言語聴覚士３，再任用（事務）１，再任用（看護師）１，再任用（保育士）１， 

会計年度任用職員３５） 

 

南部発達相談支援センター 

総務係長・・・・・・事務職２，会計年度任用職員（看護師）１， 

（事務職）     会計年度任用職員２ 

乳幼児支援係長・・・心理判定員２，保育士３，保健師３， 

（保健師）     作業療法士１，言語聴覚士２，会計年度任用職員１０ 

 

学齢児支援係長・・・教員３，心理判定員４，保健師１，理学療法士１， 

（事務職）     会計年度任用職員３ 

 

成人支援係長・・・・・心理判定員２，保健師１，ケースワーカー３， 

（理学療法士）   会計年度任用職員１ 

（医師（北部兼務）２，事務５，教員３，ケースワーカー３，心理判定員８，保育士３，保健師６， 

理学療法士２，作業療法士１，言語聴覚士２，会計年度任用職員（看護師）１，会計年度任用職員１６） 

 

嘱託医 北部，南部発達相談支援センター兼務・・・医師１２ 

所  長           

（心理職）         

 

 

主幹２          

（医師）        

 

 

所  長           

（事務職）         

 

主幹２           

（医師（北部兼務））          
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５ 業務分担                                                  （令和 3年 4月 1日現在） 

※ 青葉区・宮城野区・泉区を北部発達相談支援センターが，若林区・太白区を南部発達相談支援セン

ターが所管する。 

 

・障害児通所給付費の支給決定 

・障害児入所給付費・障害児入所医療費の支給決定（南部発達相談支援センター） 

・療育手帳交付 

・発達相談支援センターの庶務・維持管理 

・診療所業務に関すること 

 

・発達障害者支援センター事業 

・発達障害児（者）支援体制整備事業 

・障害児等の福祉に関する普及・啓発 

・児童福祉施設等への入所措置事務・入所後の支援 

・児童福祉施設等措置費徴収事務 

・障害児入所給付費・障害児入所医療費の支給決定 

・介護給付費（療養介護及び施設入所支援に係るものに限る）・ 

療養介護医療費の支給決定 

・発達障害者支援地域協議会 

・南部発達相談支援センターとの連絡調整 

 

・乳幼児相談・発達評価・家族支援 

・療育支援 

    ・療育手帳判定 

・施設の入所相談 

・関係機関及び施設への支援 

・就学前の幼児への聴覚言語療育支援 

 

・学齢児相談・発達評価・家族支援 

    ・療育手帳判定 

・施設の入所相談 

・関係機関及び施設への支援 

 

・成人相談・発達評価・家族支援 

・療育手帳判定 

・関係機関及び施設への支援 

   

 

※ 発達相談支援センターは,発達障害者支援センターの業務, 知的障害者更生相談所の業務,児童相談

所の一部業務（障害児相談）を担っている。 

乳幼児支援係 

学齢児支援係 

成人支援係 

企画調整係                      

（北部発達相談支援センター） 

総務係 
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Ⅱ 相談業務 

１ 発達相談状況 

 発達相談支援センターでは，開設以来，本人と家族が住み慣れた地域の中で，様々な人たち

とともに主体的に生活することができるよう，「ケアマネジメント」の手法により本人と家族

の「地域でどのような生活をしたいか」という思いを中心として相談・支援を行ってきた。 

○発達相談件数 

令和２年度の相談総数は 11,570件であり，乳幼児相談が 3,102件（26.8％），学齢児相談

が 5,087件（44.0％），成人相談（18歳以上対象）が 3,381件（29.2％）となっている。 

過去 10年間の相談数の推移，新規相談者の年齢別分布，新規・継続相談のライフステージ

別内訳の推移は表１－１，図１－１，１－２，１－３のとおりである。 

また，令和２年度に継続相談（２回目以降の相談）を行った実人数は 5,329 人であり，ラ

イフステージ別内訳の推移は図１－４のとおりである。 

 

（表 1-1）過去 10 年間の相談数                         （単位：件） 

  ※平成 23年度は，平成 23年 3月に発生した東日本大震災により，一時相談が行われていない時期がある。  

 年 度 乳幼児相談 学齢児相談 成 人 相 談 合   計 

新 規 相談 

H23年度 ６６０ ２９６ １８９ １，１４５ 

H24年度 ６８５ ３８１ ２５３ １，３１９ 

H25年度 ８３４ ３６２ ２８１ １，４７７ 

H26年度 ７８６ ３９９ ２８８ １，４７３ 

H27年度 ８２７ ４６０ ２８０ １，５６７ 

H28年度 ８７５ ４５６ ２８４ １，６１５ 

H29年度 ９１０ ４９０ ２９６ １，６９６ 

H30年度 １，０６２ ５２８ ２９５ １，８８５ 

R1 年度 ９６２ ５６４ ２６３ １，７８９ 

R2 年度 ７５７ ５４４ ２３２ １，５３３ 

継 続 相談 

H23年度 ２，１４２ １，９１２ ２，７３３ ６，７８７ 

H24年度 ２，４５９ ２，２５２ ３，６１０ ８，３２１ 

H25年度 ２，２５６ ２，４７８ ３，６７９ ８，４１３ 

H26年度 ２，７５４ ３，０１６ ３，７４７ ９，５１７ 

H27年度 ２，５３３ ３，１０２ ３，４１３ ９，０４８ 

H28年度 ２，３９２ ２，８３６ ３，４４０ ８，６６８ 

H29年度 ２，３３６ ２，８７０ ３，３２２ ８，５２８ 

H30年度 ２，８７０ ３，９２２ ３，３０８ １０，１００ 

R1 年度 ２，７０９ ４，３３９ ３，２０５ １０，２５３ 

R2 年度 ２，３４５ ４，５４３ ３，１４９ １０，０３７ 

合   計 

H23年度 ２，８０２ ２，２０８ ２，９２２ ７，９３２ 

H24年度 ３，１４４ ２，６３３ ３，８６３ ９，６４０ 

H25年度 ３，０９０ ２，８４０ ３，９６０ ９，８９０ 

H26年度 ３，５４０ ３，４１５ ４，０３５ １０，９９０ 

H27年度 ３，３６０ ３，５６２ ３，６９３ １０，６１５ 

H28年度 ３，２６７ ３，２９２ ３，７２４ １０，２８３ 

H29年度 ３，２４６ ３，３６０ ３，６１８ １０，２２４ 

H30年度 ３，９３２ ４，４５０ ３，６０３ １１，９８５ 

R1 年度 ３，６７１ ４，９０３ ３，４６８ １２，０４２ 

R2 年度 ３，１０２ ５，０８７ ３，３８１ １１，５７０ 
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（図 1-1）新規相談者の年齢分布 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※20代以降は，各年代の平均値を示している。 

 

 

（図 1-2）過去 10 年間の新規相談のライフステージ別内訳 
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（図 1-3）過去 10 年間の継続相談のライフステージ別内訳（延べ件数） 

 
 

（図 1-4）平成 28～令和 2年度 継続相談実人数 
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２ ライフステージ別の相談状況 

（１）乳幼児相談 

①新規相談の傾向と支援状況 

令和２年度の新規相談は 757 件である。紹介経路別件数は図２－１のとおりである。知人・

家族と保健福祉センターからの紹介が多い。１歳６か月児健康診査や３歳児健康診査後の発達

精密検査として紹介される例に加え，区での相談を経るケースも多く，早期出会い・早期支援

につながっている。近年は幼稚園・保育所に在籍している児の相談割合が増加している。 

また，主訴別件数は図２－２のとおりで，「発達障害の内容に関すること」が最も多い。多く

は健診や，保育所・幼稚園等通園先で相談を勧められての来所だが，発達障害に関する情報量

の増加に伴い，家族が発達障害について調べた上で確認を求める相談や，「早期に対応を受け

たい」と希望する家族も増えている。 

 

（図 2-1）新規相談の紹介経路別件数 

 

 

（図 2-2）新規相談の主訴別件数 

 



 - 10 - 

②継続相談の傾向と支援状況       

  令和２年度の継続相談は 2,345件で，主訴別件数は図２－３のとおりである。 

継続相談では，児の変化に合わせた発達状態の確認と，わが子の障害の理解を深めるための

ものが多い。さらに，児に合わせた対応や適切な過ごしの場に関する相談が求められている。 

 

（図 2-3）継続相談の主訴別件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

③訪問等による支援 

 令和２年度新規相談・継続相談合わせて，訪問による相談支援件数は 705件であり，その内

訳は表２－１のとおりである。 

 

（表 2-1）訪問支援状況                          （単位：件） 

家

 
 

庭 

入

所

施
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児
童
発
達
支
援
事
業
所
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発
達
支
援
セ
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タ
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稚

園 

医

療

機
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そ

の

他 
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３５ ３ ５３３ ７９ １８ ３ ３４ ７０５ 

※その他は，保健福祉センター等 



 - 11 - 

（２）学齢児相談 

①新規相談の傾向と支援状況 

令和２年度の新規相談は 544件であり，紹介経路別件数は図３－１，主訴別件数は図３－

２のとおりである。 

通常学級に在籍している子どもの相談が多く，紹介経路については学校・教育委員会から，

次いで家族・親戚からが多い。相談の主訴については障害の内容に関する相談が最も多く，

「発達障害ではないか」「学習についていけない」等，子どもの発達を心配し来所する相談者

が増えている。次に家庭や学校等の集団生活での対応に関する相談が多い。 

支援にあたっては，子どもの発達特性について保護者や学校と話し合いを行いながら，家

庭や教育の場における子どもに適した環境の保障が行われるように努めている。 

 

（図 3-1）新規相談の紹介経路別件数 

 

 

（図 3-2）新規相談の主訴別件数 

発達障害の内容に

関すること 388件

71%

対応・適応に

関すること 73件

13%

福祉制度に

関すること 19件

4%

その他 64件 12%
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②継続相談の傾向と支援状況 

令和２年度の継続相談 4,543件であり，主訴別件数は図３－３のとおりである。 

通常学級に在籍している子どもでは，障害への理解とともに子どもの状態や発達の特徴に

合わせた対応を学校と考えていきたいというものが多い。また，特別支援学級や特別支援学

校に在籍する子どもは，パニックや自傷などの行動障害や生活上の困難さに関する相談が多

く，学校も含めた関係機関との連携による継続的な地域生活支援が求められている。 

主訴別状況では，発達障害の内容に関することが最も多くなっており，次いで福祉制度に

関することが多い。 

また，令和２年度の訪問支援件数は 690件であり，その内訳は表３－１のとおりである。 

（図 3-3）継続相談の主訴別件数 

 

 

（表 3-1）訪問支援状況                                 （単位：件） 
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小 中 高 

56 48 15 243 31 5 58 32 16 53 14 119 690 

 

※「その他」は，保健福祉センター等。  

 



 - 13 - 

（３）成人相談 

①新規相談の傾向と支援状況 

令和２年度の新規相談は 232件であり，その紹介経路別件数は図４－１のとおりである。テ

レビや新聞といったメディアや書籍，インターネットで得た発達障害の情報をもとに本人や家

族から相談が寄せられることが多い。 

また，図４－２は，令和２年度の新規相談の主訴別件数である。新規相談のうち約６割は「発

達障害の内容に関すること」（「発達障害なのではないか」等）となっている。 

成人期の新規相談では，就労継続が困難になる等の生活のしづらさや生きにくさを，発達障

害と結び付けて相談に至るケースが増加している。そのため，これらの表面的な相談内容から

ニーズの整理と状態のアセスメントを丁寧に行ったうえで，関係機関との連携による具体的な

かかわりや活動を通して，本人や家族のエンパワメントにつながるような支援を行っている。 

 

（図 4-1）新規相談の紹介経路別件数 

 

 

（図 4-2）新規相談の主訴別件数 
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②継続相談の傾向と支援状況 

令和２年度の継続相談は 3,149件である。継続相談の主訴別件数は図４－３のとおりである。 

仕事が定着しないことや，大学生活への不適応などの生活上の困難さを発達障害に結び付け

て相談につながる事例が，20代を中心に増加している。 

また，令和２年度の訪問支援件数は 1,470件であり，その内訳は表４-１のとおりである。 

最も多い訪問先は，通所施設である。療育手帳の再判定時の支援者等との面談や，施設利用

に際しての見学同行等が要因となっている。 

その他，長期引きこもり，強度行動障害，大学生の就労，触法行為といった複雑困難な事例

が多く，各々の事例に応じた関係機関との連携強化が重要な課題となっている。 

 

（図 4-3）継続相談の主訴別件数 

  

 

（表 4-1）訪問支援状況                            （単位：件） 

 

 ※「その他」は，特別支援学校等。 
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３ 就学前療育支援 

図５－１は本市における就学前療育支援体系である。新規相談後，在宅の児童は，初期療育グ

ループを経て，または相談から直接地域の生活の場（児童発達支援センター）へ移行し，継続し

た相談支援及び療育を受けている。アーチルでは，各施設と連携しながら，施設に出向いての個

別相談や施設支援等を実施している。保育所・幼稚園に通所・通園を始めてからの相談も増えて

おり，施設への訪問支援，保育士，幼稚園教諭の研修への講師派遣なども増えている。 

 

（図 5-1）仙台市の就学前療育体系 

 

（１）初期療育グループ（乳幼児支援係） 

初期療育グループは新規相談後，在宅の児童を中心に開始されるグループでの支援である。 

アーチルでは，初期療育グループを相談の補完として位置づけており，保護者支援，児童支

援の２つのプログラムで実施している。中でも保護者支援に重点を置き，同じ悩みを持つ保護

者同士や先輩保護者との出会いの場を設け，保護者自身が子育ての方向性を見出せるように支

援している。 

 

＜令和２年度の初期療育グループ実施状況＞ 

初期療育グループは，表５－１のとおり児の障害特性ごとに構成し，神経発達症のグループ

は１クール概ね７回，その他は通年または半年で実施している。 

令和２年度は 184人の児と保護者が利用した。参加児童の年齢別内訳は表５－２，参加児童

の障害別内訳は表５－３のとおりである。 

また，初期療育グループ終了後の進路については表５－４のとおりである。 
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＜活動内容＞ 

時間帯：9時 30分から 11時 30分 

児 童：児童の発達課題に合わせた遊びを中心に，個別と集団力動を生かした遊びによる療育

支援を行っている。 

保護者：グループワークや個別面接，先輩保護者との話し合いなどにより個別のニーズに合わ

せた支援を行っている。 

スタッフ：保健師，保育士，心理判定員，理学療法士，作業療法士，言語聴覚士で構成している。 

 

（表 5-1）グループ構成 

主な障害名 
グループ数 療育 

期間 

療育 

頻度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 

神経発達症 ４１ ４３ ４０ ５０ ３５ 概ね 7回 毎週 1回 

ダウン症（0歳児） １ １ １ １    

精神運動発達遅滞 ３ ２ ２ ４ 
４ 

（ダウン症含） 
通年/半年 概ね隔週 1回 

脳性麻痺等の運動障害 ２ ２ ２ ３ ２ 通年 概ね月 1回 

計 ４７ ４８ ４５ ５８ ４１   

（表 5-2）参加児童の年齢別内訳                      （単位：人） 

 H28年度 H29年度 H30年度 R1 年度 R2 年度 

０歳児 １３ ２０ １６ １６ ３ 

１歳児 ８６ ８１ １０５ ８０ ６１ 

２歳児 １７０ １５０ １７８ １４７ １０７ 

３歳児 ３５ ２９ ２８ １８ １３ 

４歳児 ０ １ ０ １ ０ 

５歳児 ０ ０ ０ ０ ０ 

計 ３０４ ２８１ ３２７ ２６２ １８４ 

（表 5-3）参加児童の障害別内訳（未診断の「疑い」含む）          （単位：人） 

  H28年度 H29年度 H30年度 R1 年度 R2 年度 

広汎性発達障害 １６１ １４８ １６１ ９２ ７９ 

精神発達遅滞 ５０ ４１ ４４ ４２ ２８ 

精神運動発達遅滞 １０ １４ １５ １６ １３ 

ダウン症 １４ ２２ ２５ １５ １０ 

脳性麻痺 １ ３ １ ２ ２ 

その他 ３８ ３１ ３７ ２６ １２ 

保留 ３０ ２２ ４４ ６９ ４０ 

計 ３０４ ２８１ ３２７ ２６２ １８４ 
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（表 5-4）初期療育グループ終了後の進路                    （単位：人） 
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園
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も
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宅 

グ
ル
ー
プ
継
続 

転
出
等 

計 

１３１ １ ４ ０ ０ ６ ３４ ５ ３ １８４ 

 

（２）やまびこルーム 

   平成 28 年度まで市内に設置していた「やまびこホーム」閉鎖に伴い，南北アーチルでその

機能を吸収し，発達相談との有機的な連携のもと，支援を継続している。「やまびこルーム」

では言語及び聴覚に障害を持つ就学前の幼児に対し，聴覚言語療育支援を行い，言語･聴覚機

能の発達を促す。個々の障害の程度や状況に合わせた支援を行い，子どもの発達の可能性を充

分に引き出しながらコミュニケーション能力の向上を図っている。それと共に，子どもが所属

する集団や保護者に対し，障害の特性が理解され適切な対応がなされるよう支援している。 

   令和２年度の利用児童の年齢・障害種別内訳については表５－５のとおりである。 

 

 （表 5-5）やまびこルーム 利用児童の年齢・障害種別内訳（令和 3 年 3 月 31 日現在）（単位：人） 

   難 聴 構音障害 吃 音 言語発達 計 

０歳児 ０ ０ ０ ０ ０ 

１歳児 １ ０ ０ ０ １ 

２歳児 ５ ０ ０ ０ ５ 

３歳児 ５ ０ １ ０ ６ 

４歳児 ３ ２ １ ０ ６ 

５歳児 ５ １８ ４ ２ ２９ 

計 １９ ２０ ６ ２ ４７ 

    

また，利用児童の保護者や在籍する保育所・幼稚園等の職員を対象に交流会および研修会を

実施している。令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防のため，保護者交流会は回数や規

模を縮小して実施した。保育所・幼稚園等の職員を対象とした研修会は実施を見合わせ，難聴

児が在園している園に対しては必要に応じて個別に訪問を実施した（１件）。 
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保護者交流会 

 実 施 日 対 象 参加人数 

第１回 ８月３日 吃音児の保護者 ６名 

第２回 １０月１２日 吃音児の保護者 ４名 

 

保育所・幼稚園等研修会 

  ※令和２年度は新型コロナウイルス感染症予防のため実施せず。 

 

（３）児童発達支援センターとの連携 

仙台市が指定する児童発達支援センターは 11園ある。児童発達支援センターは，まずは児

童の保護者がわが子の発達に不安を抱き，アーチルに相談した後で，身近な地域でかかわる

最初の療育機関であり，保護者の子育て支援の場でもあるという，大切な役割を持ってい

る。その療育機能に加え，児童発達支援センターには子育て支援施設との連携による施設支

援，相談支援等を含む地域支援機能も求められている。 

アーチルでは障害児の児童発達支援センター利用のための相談・調整と支給決定を行って

いる。児童発達支援センターは，主に初期療育グループを終了した児童が通う「親子通園

型」９園と，比較的重度の年中・年長児が中心の「単独通園型」の２園に大別される。親子

通園型の施設でも一部単独通園が行われるなど，施設設立の経緯，地域の状況などによりそ

れぞれの園が特徴を持って療育に当たっている。増加しつつある医療的ケア児に対応するた

め，看護師の配置も段階的に進んでいる。 

アーチルでは必要に応じセンターを訪問し，入園した児童の状況を確認し，家族の状況な

どを含め，今後の支援計画や就園，就学等の進路について話し合っている。 

なお，市内には民間の児童発達支援事業所も増加しており，今後のそれらの事業所と児童

発達支援センター，アーチルとの連携の強化も課題となっている。 

児童発達支援センターに在籍している児童の年齢別内訳については，表５－６のとおりで

ある。 
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 （表 5-6）児童発達支援センター在籍児童の年齢別内訳          （令和 3 年 3月 31日現在，単位：人） 

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 

立町たんぽぽホーム ０ ７ １８ ５ ０ ０ ３０ 

大野田たんぽぽホーム ０ １ １７ １２ ０ ０ ３０ 

田子西たんぽぽホーム ０ ５ ９ ８ １ ０ ２３ 

上飯田たんぽぽホーム ０ ２ １５ １０ ０ ０ ２７ 

西花苑たんぽぽホーム ０ １ ９ ５ ４ ３ ２２ 

なのはなホーム ０ １ ８ ７ ３ ８ ２７ 

サンホーム ０ ７ ２３ ９ ０ ０ ３９ 

あおぞらホーム ０ ２ １８ ９ ０ ０ ２９ 

袋原たんぽぽホーム ０ ５ １６ １４ ０ ０ ３５ 

なかよし学園 ０ ０ ０ ２ １０ １６ ２８ 

なのはな園（私立） ０ ０ ０ １ １７ １２ ３０ 

計   ０ ３１ １３３ ８２ ３５ ３９ ３２０ 

                              

（４）特別支援保育申請時の評価     

特別支援保育は，公立保育所においては，対象となる児童３人に対し１人の保育士が加配さ

れる仕組みであり，私立保育所・認定こども園に対しては，それに相当する助成金が交付され

る。 

アーチルでは，特別支援保育の申請のあった児童について，発達特性や必要な支援について，

専門機関としての評価を行っている。 

保育所（特別支援保育実施施設）で特別支援保育を受けている児童の年齢別内訳については，

表５－７のとおりである。 

 

（表 5-7）保育所（特別支援保育実施施設）で特別支援保育を受けている児童の年齢別内訳 

  ＊（ ）は施設数（令和 3年 3月 31日現在）（単位：人）  

 ０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 計 
３歳未満児 

（再掲） 

公 立（35） ０ ２ １３ ６３ ８８ ７８ ２４４ １５ 

私 立（103） １ ４ １０ ６８ ９７ １１６ ２９６ １５ 

認定こども園（22） ０ ０ ４ １４ ２１ ３１ ７０ ４ 

地域型保育事業 

（小規模保育事業）（1） 
０ １ ０    １ １ 

計  （161） １ ７ ２７ １４５ ２０６ ２２５ ６１１ ３５ 

※特別支援保育の所管は子供未来局運営支援課 

※令和２年度までは「障害児等保育」という名称であり，令和３年度から「特別支援保育」に名称が変更さ

れた。 
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４ 発達評価 

（１）心理評価 

○相談状況（新規相談及び継続相談） 

令和２年度に心理判定員が関わった心理評価相談総数は 6，458件であり，ライフステージ

別の件数は下表のとおりである。 

 

乳幼児支援係 学齢児支援係 成人支援係 合計 

１，８１５ ３，０６５ １，５７８ ６，４５８ 

 

（２）運動評価 

○相談状況（新規相談及び継続相談） 

令和２年度に理学療法士・作業療法士が関わった運動評価相談総数は 505件であり，ライ

フステージ別の件数は下表のとおりである。 

 

乳幼児支援係 学齢児支援係 成人支援係 合計 

２２０ １６６ １１９ ５０５ 

 

○施設支援状況 

理学療法士・作業療法士による施設支援を，施設 41か所について 86件行った。 

児童発達支援センターや保育所については，療育全般と食事や姿勢運動の課題に関する支

援が主で，ここ数年は感覚統合についての保護者勉強会講師としての依頼も増えている。生

活介護事業所や障害者福祉センターについては，摂食･嚥下や姿勢管理に対する支援が多かっ

た。 

 

（３）言語評価 

○相談状況（新規及び継続相談） 

令和２年度に言語聴覚士が関わった言語評価相談総数は 599件であり，ライフステージ別

の件数は下表のとおりである。 

 

乳幼児支援係 学齢児支援係 成人支援係 合計 

５８４ １４ １ ５９９ 

 

○訪問支援状況 

   令和２年度には，言語聴覚士による施設支援を施設 24か所について 30件行った。 
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５ 医療相談・スーパーバイズ 

（１）医療相談 

令和２年度の専門医（小児科・小児神経科・精神科・整形外科・耳鼻咽喉科・歯科）によ

る診察件数は下表のとおりである。 

（表 6-1）医療相談                    （単位：件） 

乳幼児     学齢児 成  人     計 

１８７ ４０１ ５６ ６４４ 

（表 6-2）情報共有                    （単位：件） 

乳幼児     学齢児 成  人     計 

２５８ ３４７ ２７ ６３２ 

（表 6-3）評価会議                    （単位：件） 

乳幼児     学齢児 成  人     計 

２０２ ０ １８ ２２０ 

※学齢児の評価会議はレビュー及びミニレビューにて実施されている。 

 

（２）保険診療（平成 30年度より開始） 

令和２年度の常勤の専門医（小児科）による診察件数は，下表のとおりである。 

（表 6-4）保険診療                   （単位：件） 

乳幼児     学齢児 成  人     計 

１０４ １，１６９ １１ １，２８４ 

 

（３）スーパーバイズ 

職員の専門的技術，知識の向上及び有効なケース処遇等を目的に，スーパーバイズを実施した。 

（表 6-5）スーパーバイズ実施状況                   ※役職名は令和 2年度当時 

スーパーバイザー名 実施回数 内   容 

小坂 徹 氏 
（東北福祉大学総合福祉学部社会福祉学

科講師） 

２７回 

○自閉症及び行動障害児者への支援に関する助言・指導 

・事例検討やケース会議 

・施設コンサルテーション 

本田 秀夫 氏 
（信州大学医学部子どものこころの発達

医学教室教授 兼 附属病院子どものこ

ころ診療部長） 

１回 
○発達障害児者の地域支援体制の充実へ向けた助言・指導 

 ・アーチルの相談体制について 

植木田 潤 氏 
（宮城教育大学特別支援教育講座教授） 

６回 

○学齢期の発達障害児支援の充実へ向けた助言・指導 

 ・学校訪問について 

 ・講義・事例検討 

志賀 利一 氏 
（社会福祉法人横浜やまびこの里理事 

兼 横浜市発達障害者支援センター相談

支援事業部長） 

１回 
○自閉症及び行動障害児者の支援体制に関する助言・指導 

 ・講義・情報交換 
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米倉 尚美 氏 
（社会福祉法人みずきの郷 理事長） 

１回 
○自閉症及び行動障害児者への支援に関する助言・指導 

 ・講義 

 

 

６ 療育手帳交付状況及び所持者数 

 （表 7-1）療育手帳新規交付件数                         （単位：件） 

 
 

令和２年度    

  青葉区 宮総 宮城野区 若林区 太白区 泉  区 

 Ａ ４６ ９ ３ １０ ６ １０ ８ 

 Ｂ ３４０ ５９ ２８ ６４ ４３ ８０ ６６ 

 計 ３８６ ６８ ３１ ７４ ４９ ９０ ７４ 

  

（表 7-2）療育手帳所持者数（令和 3 年 3 月 31 日現在）              （単位：人） 

 
  

令和２年度    

  青葉区 宮総 宮城野区 若林区 太白区 泉  区 

 Ａ ３，３８３ ６１３ ２４５ ６５７ ３６７ ７９７ ７０４ 

 Ｂ ６，０４７ １，１１７ ３８４ １，２３７ ６８６ １，４９０ １，１３３ 

 計 ９，４３０ １，７３０ ６２９ １，８９４ １，０５３ ２，２８７ １，８３７ 

 

（表 7-3）年度別療育手帳所持者数（各年度末現在）             （単位：人） 

 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

Ａ ３，１３６ ３，２３６ ３，３１０ ３，３３０ ３，３８３ 

Ｂ ４，９９４ ５，２４６ ５，４９９ ５，７７５ ６，０４７ 

計 ８，１３０ ８，４８２ ８，８０９ ９，１０５ ９，４３０ 
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７ 地域生活支援状況(所外相談および施設支援) 

発達相談支援センターでは，所内での相談だけでなく，個別のニーズに基づき，家庭への

訪問や保育所，幼稚園，学校，障害児通所支援事業所，成人施設及び保健福祉センター等に

出向いた個別相談を実施している。実施数は，相談件数全体の 11,570 件の 27.2％にあたる

3,146件に上る。訪問先の内訳は，表８のとおりである。 

また，近年では，施設や学校等からの発達障害全般に対する助言・指導等のニーズも増え

てきており，施設や学校等の支援機能向上に資するため，障害児通所支援事業所，保育所，

幼稚園，学校及び成人施設等に，理学療法士，作業療法士，心理判定員及び相談員等が訪問

して施設支援を行っている。 

 

（表 8）訪問先 内訳 

訪問先 相談支援件数（令和２年度） 相談支援件数（令和元年度） 

家 庭 ２５５ ３７４ 

保育所 ７９ ９０ 

幼稚園 １８ ４８ 

学 校 ３８７ ３７７ 

児童発達支援事業所・ 

児童発達支援センター 
５３３        ８４９ 

障害者通所施設 ４５６ ５９０ 

障害児者入所施設 １１９ １３０ 

就労先 ４ ９ 

就労関係機関 ４７ ２５ 

相談機関       １３９ ８６ 

保健福祉センター ６６ ７４ 

医療機関 ８６ １０６ 

上記以外   ６７６ ６６３ 

計 ２，８６５ ３，４２１ 
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８ 児童福祉施設等入所状況 

障害児の保護，障害児者の自立に必要な日常の生活指導及び，医療・教育等を行うことを目

的に，入所施設に関する措置業務及び給付費支給の要否決定の業務を行っている。児童福祉法

改正以降，18歳以上の入所者については，障害者総合支援法に基づくサービスの利用にかかる

介護給付費支給の要否決定の業務を行っている。 

入所については，保護者からの相談に基づき，障害児者の障害状況及び家庭状況等を調査し，

施設利用の目的や入所中及び退所後の支援方針について、関係機関を含め協議した上で決定し

ている。 

また，業務の円滑化を図るため，県内児童相談所・施設等と定例で連絡会を開催している。 

 

（表 9）児童福祉施設等入退所状況                         （単位：人） 

 種  別 施 設 名 定員 
令和２年度 令和3年3月末 

現員数 入所 退所 

県 

 

内 

 

施 

 

設 

福祉型障害児入所施設 宮城県啓佑学園 ６０ ３ ４ ２０ 

医療型障害児入所施設（旧肢体） 宮城県立拓桃園 ８１ ４６ ４８ １５ 

医療型障害児入所施設（旧重心） 

障害福祉サービス事業所（療養介護） 

仙台エコー医療療育

センター 
１１０ １ ２ ４７ 

指定医療機関 

（重症心身障害児委託病床・療養介護） 

宮城病院 １２０ ０ ０ ２８ 

仙台西多賀病院 ８０ ０ ０ ３０ 

県 

 

外 

 

施 

 

設 

 

福祉型障害児入所施設 

阿桜園 １１５ ０ ０ １ 

若竹学園 ３０ ０ ０ １ 

東洋学園児童部 ４０ １ ０ ５ 

横浜訓盲院 ５０ ０ ０ １ 

たばしね学園 ５０ ０ ０ １ 

医療型障害児入所施設（肢体不自由児） 
大阪発達総合療育セ

ンターわかば 
－ ０ １ ０ 

医療型障害児入所施設（重症心身障害児） 岩手県立療育センター ６０ １ １ ０ 

指定医療機関 

（重症心身障害児委託病床・療養介護） 

岩手病院 １２０ ０ ０ ５ 

花巻病院 ６０ ０ ０ ２ 

米沢病院 １２０ ０ ０ １ 

西新潟中央病院 １２０ ０ ０ １ 

障害福祉サービス事業所（療養介護） 
にこにこハウス医療

福祉センター 
８３ １ ０ １ 

県 内 施 設 合 計 ５０ ５４ １４０ 

県 外 施 設 合 計 ３ ２ １９ 

合         計 ５３ ５６ １５９ 
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Ⅲ 市民啓発・ネットワーク形成 

「発達障害児者と家族にとって住みやすい地域になること」を目的に，市民啓発の各種事業

と，市民・関係機関とのネットワーク形成のための会議等を実施している。 

 

１ 市民啓発 

（１）各種研修会・セミナー等の開催 

発達障害児者とその家族が生涯にわたり「一貫した支援」を受けられるような体制づくりを

市民と共に考えていくため，市民向けや関係機関職員向けの研修会等を毎年実施しているが，

令和２年度は新型コロナウィルス感染症の影響により多くが中止なった。 

 

①市民対象講演会（アーチル療育セミナー） 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ・ 講 師 

 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 

 

②発達障害基礎講座（共通編） 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ・ 講 師 

11月 30日 

仙台銀行ホールイ

ズミティ 21（泉文

化創造センター） 

大ホール 

参加者 385人 

「あなたの隣の発達障害 ～地域で安心して暮らしていくために～」 

・第一部 

「あなたの隣の発達障害」 

講師：信州大学医学部 子どものこころの発達医学教室教授 

信州大学医学部附属病院 子どものこころ診療部部長 

    本田 秀夫 氏 

・第二部 

「当事者からのメッセージ ～これまでを振り返って思うこと～」 

 講師：当事者の方 

仙台市自閉症相談センター（ここねっと）主任相談員 

    西田 有吾 氏 

 

③発達障害基礎講座（乳幼児期編） 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ・ 講 師 

 新型コロナウィルス感染症の影響により中止 
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④発達障害成人期講座 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ・ 講 師 

10月 30日 

２月５日 

（２回シリー

ズ） 

 

南部発達相談

支援センター 

大会議室 

 

参加者  

右記のとおり 

「行動上の難しさのある事例への実践を考える」 

 

第１回 行動上の難しさのある事例から考える（参加者 35人） 

実践報告 

・障害福祉サービス事業所ポケット 生活支援員 渡部 越子 氏  

・北部発達相談支援センター 成人支援係 原田 美奈 

 

第２回 集団に入るのが困難な方への支援を考える（参加者 26人） 

実践報告 

・泉ふれあいの家 サービス管理責任者 庄司 恵理子 氏 

・北部発達相談支援センター 成人支援係 後藤 聡 

 

 

 
⑤ アーチル夏の研修会（教職員向け） 

 

⑥ アーチル発達障害特別講座 

 

 

⑦ 宮城県・仙台市かかりつけ医等発達障害対応力向上研修 

 
 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ･ 講 師 

 
新型コロナウィルス感染症の影響により中止 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ･ 講 師 

 
新型コロナウィルス感染症の影響により中止 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ･ 講 師 

11月 29日 

東北大学病院よりリモート

配信 

参加者 28名 

「発達障害ケーススタディ～発達外来での対応法～」 

座長：東北大学病院小児科 植松 有里佳 

演者：北部・南部発達相談支援センター 

主幹（小児科医） 奈良 千恵子 

主幹（小児科医） 久保田 由紀 

宮城県発達障害者支援センター 

  主任主査 佐藤 寛記 氏 
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⑧ 行動障害研修（仙台市第二自閉症児者相談センター「なないろ」との共催） 

 

（２）広報紙の発行 

  発達相談支援センターのコンセプトを利用者や関係機関に発信するため，アーチルニュース 

「ちぇなっぷ」第 33号，第 34号を発行した（巻末資料参照）。 

 

（３）発達障害児者支援総合情報提供冊子の活用 

 障害のある子ども，発達に不安のある子どもを抱え育てに悩みを抱えている保護者を対象と

して，子育て・教育・福祉に関する相談窓口の他，障害に関する支援事業などに関する情報提

供することを目的に作成した『お子さんの発達が気になったら～つながるためのヒント～』を

活用して情報提供を行った。 

 

（４）各種情報の提供 

ちらし，ホームページ等で事業概要や研修会等の情報提供を行った。 

また，研修会や保護者・親の会等の案内の配布や，発達障害関連の図書の貸出しを行った。 

さらに，発達障害への正しい知識と理解の促進を図るため，発達障害理解促進啓発冊子によ

る情報提供も行った。 

日時・場所 

参加者数 
テ ー マ ･ 講 師 

10月 7日（10名） 

10月 16日（5名） 

10月 21日（15名） 

10月 22日（2名） 

10月 26日（4名） 

10月 28日（6名） 

11月 6日（8名） 

11月 11日（9名） 

11月 16日（5名） 

11月 17日（19名） 

のべ 10回・83名参加 

令和２年度は，各施設への出張講座として行動障害研修を実施した。 

（のべ１０施設） 
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２ ネットワーク形成 

 

（１）家族教室等 

障害児者の家族が情報交換や家族同士のネットワークづくりを図ること等を目的に，家族

会等への支援・育成を行った。各ライフステージの状況は以下のとおりである。 

 

① 幼児期 

・ 幼稚園在籍児等初期支援 

保育所・幼稚園入園後に集団での指摘や発達の心配があり，初めてアーチルに来所するケー

スが増加している。こうした保護者の多くは，これまでに療育の機会がなかったことから，発

達障害に関する知識や，同じ立場にある保護者同士のつながりが乏しく孤立しており，十分な

サポートが得られていないことが課題である。 

令和２年度，北部発達相談支援センターにおいては，「家族教室」を８回実施した。内容は，

保護者のニーズに合わせ，発達障害当事者の体験談を聞く回や，フリートークの回を設けた。

また，講話終了後にも，毎回のテーマに沿って，保護者同士のやり取りの時間を設けている。

各回の実施日と参加人数は，以下のとおりである。また，南部発達相談支援センターにおいて

は，概ね月に１回，計８回「家族教室」を実施した。 

参加した保護者からは，「他の保護者の話を聞いて，悩んでいるのは自分だけではないと励ま

された」「子どもに穏やかに関わることができるようになった」「就学や将来的な見通しが持て

てよかった」などの声が聞かれた。 

 

家族教室（北部発達相談支援センター） 

回 実施日 内容 参加人数 

１ ６月２２日 発達障害のおはなし １０ 

２ ７月１３日 先輩保護者の体験談 １２ 

３ ８月３１日 フリートーク ８ 

４ ９月１４日 感覚統合のおはなし １３ 

５ １０月１９日 発達障害のおはなし １１ 

６ １１月１６日 小学校の生活と大切にしたいこと ２１ 

７ １月２５日 当事者の体験談 １６ 

８ ２月８日 フリートーク ５ 

参加延べ人数 (参加実人数） ９６（２８） 
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家族教室（南部発達相談支援センター） 

回 実施日 テーマ・内容 参加人数 

１ ６月２５日 小学校に向けて困らないための体の育て方 １２ 

２ ７月１４日 小学校に向けておうちでできること １０ 

３ ９月１５日 先輩保護者からのお話① ９ 

４ １０月６日 発達のつまづきについてのお話 １２ 

５ １１月１９日 発達障害をもつ大人に聞いてみよう １１ 

６ １２月８日 たくさんほめて育てよう ９ 

７ １月１９日 「小学校ってどんなところ？」 １２ 

８ ２月１８日 先輩保護者からのお話② １１ 

参加延べ人数 （参加実人数） ８６(３１) 

 

・「まろん」「どんぐりころころ」 

先輩保護者から「自分たちのできることをしたい」「自分の体験談が生かされるならば」とい

う声があがり，平成 17年 11月に母親支援を目的とする当事者による活動「まろん」が立ち上

がった。また，南部発達相談支援センターの開所に伴い，平成 24年 11月には南部地域を対象

とする「どんぐりころころ」も活動を開始した。「まろん」「どんぐりころころ」のいずれも，

母親の立場で話を聴き合うことを大切にし，活動を実施している。また，運営においては発達

相談支援センター職員も参加し，利用者とのコーディネートや振り返りを行っている。 

「まろん」では，これまでの活動の蓄積をアーチルにおける保護者支援事業に生かしていく

方法を話し合ってきた。その一環として，平成 31年度より，先輩母の集いや鶴谷特別支援学校

の保護者向けの研修会へ参加している。このような活動を通して，より保護者の思いに沿った

支援を展開していくことが期待される。但し，令和２年度は新型コロナウィルス感染症拡大防

止のため，研修会は実施しなかった。 

 

 

②学齢期（家族教室） 

  平成 26年度からモデル事業，28年度から本事業として実施している。対象は,主に学齢時期

に発達障害（疑い）と判断された通常学級に在籍する児童の保護者となっている。令和２年度

は，講話の後，各回ともグループワークを設け，保護者間の意見交換ができる場を設定した（開

催場所 福祉プラザ）。 
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回 実施日 内容 
参加 

人数 

１ 10月 16日 
子どもへの理解を深めよう（１）   （先輩保護者のお話） 

～わが子の特性と出会ってからこれまで～  
１１ 

２ 11月 20日 
子どもへの理解を深めよう（２）   （先輩保護者のお話） 

～わが子の特性との付き合い，学校との付き合い方など～  

１３ 

 

３ 12月 15日 
発達障害の基礎知識      （アーチル常勤医からの話） 

～発達障害の基礎について学ぶ～  

１１ 

 

４ １月 15日 
子どもはどう思っている？         （当事者の方） 

～当事者の方から自身の過去や体験談を聞く～ 
１２ 

５ 2月 19日 
先生とよいおつきあいをしよう      （元教諭のお話） 

～先生との付き合い方など～ 
１０ 

(※各回ともグループワーク実施)              参加延べ人数 ５７ 

企画・運営：仙台市自閉症児者相談センター ここねっと 

開催場所：仙台市福祉プラザ 研修室      

  

③成人期（家族教室・家族サロン） 

成人期になって初めて自閉スペクトラム症等と診断された発達障害者の家族を対象に「家族

教室」「家族交流サロン」の２つの集団プログラムを実施した。令和２年度は新型コロナウィル

ス感染症防止の観点から，家族教室・家族サロンともに開催時期を遅らせ，内容を縮小して実

行した。家族教室では，出会いと学びの場づくりを目的に，講話や参加者同士による懇談を実

施した。家族サロンは，前年度までの家族教室参加者を対象に，悩みや気になっていること等意見

交換を行った。参加者からは，「同じ境遇の親御さんとの交流が，一番の収穫だった」「本人の気

持ちや，接し方を学べた」「親亡き後や自立について考えることができた」といった感想が寄せ

られた。 

 

・家族教室 

回 実施日 テーマ・内容 参加人数 

１ ９月２４日 家族教室について  ９ 

２ １０月２４日 発達障害について １０ 

３ １１月２６日 社会資源・福祉制度について  ９ 

４ １２月２４日 就労前支援，就労支援について  ９ 

５ １月２８日 家族交流サロンとの合同企画 

：自立・生活について 
 ９ 

６ ２月２７日 成人当事者の話 １０ 

７ ３月１８日 ふりかえり・まとめ  ９ 

  参加延べ人数（参加実人数） ６５（１２） 
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・家族サロン 

回 実施日 内容 参加人数 

１ ９月２４日 

１グループ４～５人の少人数で近況や体験

談の報告等，情報・意見交換を行った。また，

家族教室との合同企画を開催し，家族教室の参

加者と交流した。 

 

１０ 

２ １０月２４日 １１ 

３ １１月２６日 １９ 

４ １２月２４日  ５ 

５ １月２８日 １１ 

６ ２月２７日 １０ 

７ ３月１８日  ４ 

参加延べ人数（参加実人数） ７０（２５） 

 

④重症心身障害児者 

・ 家族会 

北部家族会「ココりすの会」は新型コロナウィルス感染症の影響に伴い実施しなかった。南

部家族会「ちょこちゃ」は 10回実施した。 

 

（２）おもちゃ作成ボランティア 

市民ボランティア３～５名で，初期療育グループ等で使用する乳幼児向けのおもちゃづく

りを行った。毎月２回（南北発達相談支援センター各１回ずつ）活動している。 

令和２年度は，新型コロナウィルス感染拡大の影響から，６月より活動を開始した。 
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（３）関係機関ネットワーク会議 

関係機関との連携・ネットワークづくりを深めるため，各種会議に参加した。 

 

会 議 等 回数 構 成 メ ン バ ー 

障害児通園施設連絡協議会 ４回 

立町たんぽぽホーム，大野田たんぽぽホーム，田子西たんぽ
ぽホーム，上飯田たんぽぽホーム，西花苑たんぽぽホーム，袋
原たんぽぽホーム，なのはなホーム，あおぞらホーム，サンホ
ーム，なのはな園，なかよし学園，市障害者支援課 

区障害者自立支援協議会 ４９回 
相談支援事業所，通所施設，居宅サービス事業所，各区障害高
齢課等 

措置担当者会議 ２回 
県中央児童相談所，県北部児童相談所，県東部児童相談所，県
東部児童相談所気仙沼支所，市児童相談所 

福祉型障害児入所施設業務 
連絡会 

１回 
啓佑学園，県中央児童相談所，県北部児童相談所，県東部児童
相談所，県東部児童相談所気仙沼支所，県障害福祉課，市障害
者支援課 

医療型障害児入所施設業務 
連絡会 

１回 

エコー療育園，仙台西多賀病院，宮城病院，宮城県立こども病
院・宮城県立拓桃園，県中央児童相談所，県北部児童相談所，
県東部児童相談所，県東部児童相談所気仙沼支所，県障害福祉
課，市障害者支援課 

市児童相談所との連携連絡会 ５回 
市児童相談所 
※新型コロナ感染症により 1回目（4月）は中止。資料回覧のみ。 

特別支援教育と発達障害児 
支援に関する連絡調整会議 

全体会
２回 

担当者会
２回 

教育局特別支援教育課 
（鶴谷特別支援学校，教育センター，適応指導センター，高校
教育課，子供未来局児童クラブ事業推進室がオブザーバーと
して参加） 

※新型コロナ感染症により 1回目（4月）は中止。資料回覧のみ。 

青少年対策六機関合同会議 

全体会 
３回 

担当者会 
５回 

教育相談課生徒指導班・教育相談班，適応指導センター，市児
童相談所，子供相談支援センター，特別支援教育課 
※新型コロナ感染症により全体会は中止。資料回覧のみ。 

ひきこもり支援連絡協議会 １１回 

ひきこもり地域支援センター，仙台市生活自立・仕事相談セン
ター，市障害者支援課，市児童相談所，市子供相談支援センタ
ー，市精神保健福祉総合センター，市適応指導センター，自閉
症児者相談センター，地域活動推進センターここねっとデイ 

保健福祉センター 

心理判定員業務連絡会 
５回 各区保健福祉センター 

児童発達支援センターコー

ディネーター連絡会 
１０回 

立町たんぽぽホーム，大野田たんぽぽホーム，田子西たんぽ
ぽホーム，上飯田たんぽぽホーム，西花苑たんぽぽホーム，袋
原たんぽぽホーム，なのはなホーム，あおぞらホーム，サンホ
ーム，なのはな園，なかよし学園 

地域活動推進センター連絡会
議 

２回 ここねっとデイ，ほっとスペース歩゜歩゜，アクティブ・デイ 

仙台市障害者施策推進協議会 ４回 

市特別支援教育課，市精神保健福祉団体連絡協議会，仙台弁護
士会， 仙台市医師会，仙台歯科医師会，宮城県自閉症協会，仙
台公共職業安定所，仙台市視覚障害者福祉協会，仙台市障害者
スポーツ協会，宮城県患者・家族団体連絡協議会， 東北大学，
東北福祉大学，東北こども福祉専門学院，社会福祉法人等 

知的障害者生活介護事業者等
利用調整会議 

８回 
市障害者支援課，各区障害高齢課，特別支援学校，生活介護事
業所 
※１回は書面開催 
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３ 発達障害児者支援体制整備 

（１）地域生活支援事業 

発達相談支援センターでは，現行の障害福祉サービス等での支援が難しい発達障害児者と家

族が地域で安心して生活できるシステムの構築を目的とする「地域生活支援事業」について，

地域で生活する発達障害児者と家族のニーズを踏まえ，実情に応じた柔軟かつ効率的，効果的

な事業の実施に取り組んできた。 

 

① サポートファイル「アイル」 

「アイル｣は乳幼児期から成人期までの継続した支援を可能とするために，個人の発達状況

や生活状況を綴ったファイルである。「親が持っている情報を最大限に役立てたい」，「自分の

意思で自分の人生を自分らしく生きたい」という願いを持つ保護者が実行委員会を立ち上げ，

検討を重ねた結果，平成 17年３月にサポートファイル「アイル」が作成された。平成 25年度

には，学齢期以降も教育委員会と連携して検討し，広く普及・活用できるものに内容を変更し

た。また，平成 26年度からは，就学相談の際にも積極的に紹介してきた。 

令和２年度は，乳幼児の新規相談及び初期療育グループから児童発達支援センター等に通う

ことになった方を中心に 239人（北部 142人，南部 97人）が作成した。 

 

サポートファイル「アイル」の作成件数の推移                  （単位：件） 

年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

作成件数 ３５３ ３６１ ３７５ ２３９ 

 

② 自閉症児者相談センター（委託） 

平成 16年度の「自閉症・発達障害支援センター連絡協議会（現：発達相談支援センター連絡

協議会）」からの提言（「仙台市における自閉症地域生活支援システム整備のあり方について」）

を受けて，継続的かつ頻回な支援が必要な在宅の自閉症などの発達障害児者を対象に，より生

活に密着した支援を行う地域の相談支援機関として，自閉症児者相談センター（ここねっと）

を平成 18年度に開設した（受託法人：ＮＰＯ法人「自閉症ピアリンクセンターここねっと」）。

平成 19年度には若林障害者福祉センター内に移転し，全市域を対象に活動を行っている。 

また，平成 24年度からは特に行動障害がある自閉症児者の地域生活支援を行うため，北部ア

ーチル内に第二自閉症児者相談センター（なないろ）を設置した（受託法人：社会福祉法人「み

ずきの郷」）。 

 

自閉症児者相談センター（ここねっと）の相談実人数および延件数の推移      （単位：件） 

 

 

 

 

 

※平成 18年度の相談実人数は未把握。 

 

年度 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 

実人数 ※ 124 131 190 180 136 152 168 

延件数 462 1,321 1,959 2,228 2,345 1,487 2,286 2,208 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

実人数 226 226 297 300 434 488 446 

延件数 3,037 3,026 3,149 3,590 4,310 5,058 4,571 
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第二自閉症児者相談センター（なないろ）の相談実人数および延件数の推移   （単位：件） 

 

 

 

 

③ 地域活動推進センター（助成） 

高校や専門学校，大学を卒業又は中退後，就職や職場定着が難しく，家庭以外に居場所のな

い発達障害者を対象に，通所による余暇活動や就労準備支援等を行いながら，社会参加・就労

への意欲を高める（回復する）ことを目的に支援している。現在，市内３カ所のセンターで，

各法人の特徴を活かしたプログラムを実施しており，それに対し仙台市では運営費補助を行っ

ている。 

（実施法人） 

１ ＮＰＯ法人グループゆう「ほっとスペース歩゜歩゜」（泉区）（平成 18年 10月～） 

２ ＮＰＯ法人自閉症ピアリンクセンターここねっと「ここねっとデイ」（若林区） 

                             （平成 19年１月～） 

３ ＮＰＯ法人アクティブ「アクティブ・デイ」（宮城野区）  （平成 20年１月～） 

 

地域活動推進センター連絡会 

  注）令和２年度は，新型コロナウィルス感染症拡大防止のため上半期の開催を見送った。 

 

④ 自立支援事業 

本事業は，学齢期の発達障害児を対象に，行動障害や二次障害の深刻化を防止するとともに，

関係機関による支援ネットワークを構築し，本人・家族が安心して地域生活を送ることができ

るよう，障害者支援施設（社会福祉法人みずきの郷ひかり苑）で宿泊を伴う一定期間のプログ

ラム提供を行うモデル事業として平成 19年度に開始した。 

 平成 24 年度に本事業化しており，今後も引き続き，本人・家族への支援と支援者間のネッ

トワーク強化，さらには支援者の人材育成を図っていくことが課題である。 

 

  

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 

実人数 23 65 71 93 118 140 135 145 258 

延件数 161 539 941 1,143 1,785 1,869 2,401 2,693 2,109 

回 開催日・場所 内容 

１ 
９月１７日 

 
南部アーチル 

（１）発達相談支援センター・自閉症児者相談センターの相談傾向に
ついて 
（２）地域活動推進センターの現状と今年度の取り組みについて 
（３）意見交換会（グループワーク） 
・相談機関も含め地域活動推進センター同士の連携を強化するために 
・地域活動推進センターの地域連携を進めるために 

２ 
２月２日 

 
南部アーチル 

（１）地域活動推進センターより～今年度の取り組みについて～ 
（２）意見交換会（グループワーク） 
・福祉サービスの狭間で地活の支援が活かせること 
・地活が協働して取り組めること 
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（２）発達障害者支援地域協議会 

 

 協議会の概要 

 平成 28 年８月に発達障害者支援法が改正されたことに伴い，都道府県・政令市が広く発達障

害者の体制整備も含めた検討を行う場として発達障害者支援地域協議会（以下「協議会」とする）

を設置できることとなり，当市でも平成 30 年より協議会を設置し，発達障害者支援体制整備に

関する情報共有及び検討を行うとともに，関係機関の連携の緊密化を図っている。 

協議会においては，学齢期では就学後に学習面や集団行動における課題が顕在化するケースが

増加している。また子ども本人だけでなく，家族支援も含めた丁寧な家族支援が必要な場面が増

えており，他機関連携で支援を展開していく必要があるとの議論がなされ，連携・協働に必要と

なる支援を引き継ぐための情報共有の在り方，コーディネーターに期待される役割などを２年間

にわたり検討するため，「学齢期における連携のあり方検討部会（以下「部会」という。）」を設

置した。部会では「学齢期の発達障害児者支援における切れ目ない連携を実現するための連携・

協働のあり方」をテーマとし協議を重ねた。 

令和２年度は，部会で実施された委員へのヒアリングをもとに，実践から得られた具体的な課

題解決策を報告書にまとめ，協議会に提出し，承認された。 

 

①発達障害者支援地域協議会 

開催月 協議事項 

令和元年７月 

令和元年度 第１回協議会 

・発達障害児者支援の現状の共有 

・「学齢期の切れ目ない連携を実現するための連携・協働のあり方」 

中間報告書（案）の提出 

令和２年１１月 

令和２年度 第１回協議会 

・発達障害児者支援の現状の共有 

・「学齢期の切れ目ない連携を実現するための連携・協働のあり方」 

報告書（案）の提出 

 

②発達障害者支援地域協議会部会「学齢期における連携のあり方検討部会」 

開催月 協議事項 

平成３０年１０月 

１２月 

平成３１年 ２月 

令和元年  ７月 

１１月 

令和２年  １月 

       ８月 

第１回部会 学齢期の発達障害児支援における連携の現状および課題 

第２回部会 各分野におけるコーディネーターの活動と期待される役割 

第３回部会 連携を深めていくためのツールの活用、引継ぎの現状 

第４回部会 中間報告書の再確認 

第５回部会 連携に関わる事例検討・意見交換（１） 

第６回部会 連携に関わる事例提供・意見交換（２） 

第７回部会 報告書（案）の確認、今後の各関係機関の取組み 
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（３）仙台市医療的ケア児（者）支援体制整備事業 

①令和２年度 仙台市医療的ケア児者等地域支援連絡会  

新型コロナウィルス感染症の影響により実施しなかった。 

 

②令和２年度 宮城県・仙台市 医療的ケア児等支援者養成研修・医療的ケア児等コーディ 

ネーター養成研修 

新型コロナウィルス感染症の影響により実施しなかった。 

 

③令和２年度 宮城県 医療的ケア児等コーディネーター養成研修修了者フォローアップ研修 

新型コロナウィルス感染症の影響により実施しなかった。次年度の実施に向けてアンケー

ト調査を行った。 

 

④医療的ケア対応型グループホーム運営費補助 

＜概要＞ 

   医療的ケアを必要とする重症心身障害者の地域における自立した生活を支援するため，必

要な医療的ケア・介護等の支援を提供できる体制を確保し，受け入れた医療的ケアを必要と

する重症心身障害者が共同生活を行う住居（グループホーム）を運営する事業者に対し，運

営費補助を行った。 

＜補助内容＞ 

基本 ①常勤看護師の配置 

②医療的ケアに対応可能な支援員の人材準備 

③グループホームの生活に向けた本人・家族への移行支援  

 ＜対象施設＞ １か所 

 

※重症心身障害児者数の推移 

重症心身障害児者数の推移は表 10 のとおりである。平成 28 年度末と令和２年度末時点の

比較では重症児者数全体では 19名増加し，年々増加傾向にある。特に，施設での医療的ケア

がない重症心身障害児者が増加傾向にある。障害の重度・重複化，低年齢化が進んでおり，

地域生活を支える社会資源の開発と拡充がますます必要となっている。 

 

（表 10）重症心身障害児者数 （各年度末時点）                                （単位：人） 

   平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

在宅 

医療的ケアあり １７６ １８１ １７８ １６７ １７３ 

医療的ケアなし ３００ ３０３ ３０９ ３１８ ３０９ 

小計   ４７６ ４８４ ４８７ ４８５ ４８２ 

施設 

医療的ケアあり ５０ ５１ ４５ ５２ ５０ 

医療的ケアなし ８５ ８７ ９２ ９０ ９８ 

小計 １３５ １３８ １３７ １４２ １４８ 

合 計 ６１１ ６２２ ６２４ ６２７ ６３０ 

※対象者数は，当センターの相談ケースであり，大島分類１～９に該当する児者数である。 
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（４）発達障害児緊急対応事業 

発達障害によるパニックや行動障害等による問題行動により，緊急的に家庭から本人を保護す

る必要のある場合，児童相談所の一時保護所の利用も困難な事案に対し，年間を通じて委託一時

保護先のベッドを確保する事業を実施している。（平成 28 年度からモデル事業として開始し，令

和元年度から本格実施） 

 

（表 11）発達障害児緊急対応事業実施状況 

 平成 30年度 令和元年度 令和２年度 

受入態勢確保日数 ２８６日 ３２０日 ３２１日 

一時保護人数 １５人 １１人 １０人 

延べ一時保護受入日数 ８２６日 ７８３日 ２５０日 
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４ 講師派遣状況 

 

 月日 研修会名 主催者名 会場 
派遣

人数 

参加

者数 

1 -- 
新任校長研修会 

（回覧用資料作成のみ） 
教育センター --- -- -- 

2 8/4 宮城大学授業 宮城大学 宮城大学 1 100 

3 8/20 
障害者職業生活相談員資格認定 

講習 

高齢・障害・求職者雇用支援 

機構宮城支部 
ポリテクセンター宮城 1 60 

4 9/18 
第 1 回特別支援教育コーディネー

ター研修会 

教育局学校教育部高校教育課 

特別支援教育課 
南部発達相談支援センター 2 7 

5 9/23 社会福祉法人つどいの家職員研修 社会福祉法人つどいの家 元気フィールド仙台 1 20 

6 9/24 
認定こども園・小規模園保育士 

研修 
運営支援課 

トーホクネットホール小ホ

ール 
1 50 

7 10/7 子どもの発達と感覚・運動 仙台市大野田たんぽぽホーム 大野田たんぽぽホーム 1 12 

8 10/26 
保護者研修「ことばの育ちについ

て」 
仙台市なのはなホーム 

仙台市北仙台コミュニティ

センター 
2 21 

9 11/10 仙台白百合女子大学 授業 仙台白百合女子大学 仙台白百合女子大学 1 60 

10 12/4 中堅教職員研修 
一社）宮城県専修学校各種学校

連合会 
ハーネルせんだい 1 35 

11 12/4 

新規採用養護教諭・養護教諭 5 年

経験者研修・中堅養護教諭向上研

修会 

教育センター 教育センター 1 10 

12 12/22 
5歳児のびのび発達相談従事者 

研修会 
子供保健福祉課 泉区役所 1 20 

13 1/13 
いじめ対策推進室 S-Ket相談員研

修 
いじめ対策推進室 

北部発達相談支援センター 

南部発達相談支援センター 

2 

2 

2 

2 

14 1/22 児童館コーディネーター研修会 児童クラブ事業推進課 戦災復興記念館 3 100 

15 2/9 
障害者職業生活相談員資格認定 

講習 

高齢・障害・求職者雇用支援 

機構宮城支部 
ポリテクセンター宮城 1 60 

16 2/15 教職員向け研修会 仙台白百合女子大学 仙台白百合女子大学 2 32 

17 2/19 
障害学生支援東北地区大学間情報

交換会 
宮城教育大学 オンライン 2 46 

 

 

５ 視察・実習受入状況 

 

 (1)視察・見学 

  新型コロナウィルス感染症拡大の影響により，視察・見学の受け入れはなかった。 

 

(2)実習 

 

 

 

 

 

 回数 人数 

学生 ９ ２２ 

教員 ２ ３ 

   計 １１ ２５ 
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Ⅳ 参考資料 
１ 南北別 発達相談件数 

令和２年度の相談総数 11,570 件のうち，北部発達相談支援センター分は 6,862 件（59.3％），

南部発達相談支援センター分は 4,708件（40.7％）となっている。 

 

（図Ａ-１）新規相談のライフステージ別内訳(南北別)                

           （単位：件） 

 

 

 

（図Ａ-２）継続相談のライフステージ別内訳(南北別)             

（単位：件） 
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※アーチルは「仙台市発達相談支援センター」の愛称です。子供から大人まで，発達障害のある方の支援を行っています。 

※ちぇなっぷは「CHIN UP！（前を向いて）」の意味です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

アーチルニュース 

ちぇなっぷ 
第 33号 

≪今号の内容≫ 
 
①『地域活動推進センター』って 
どんなところ？ 

 
②地域活動推進センター 

『ほっとスペース歩
ぽ

゜歩
ぽ

゜』 
取材レポート 

「あったらいいな」を形に… 

アーチルが開所して、まもなく 20年目を迎えます。開所当初まだあまり知られていなかった「発達

障害」という言葉は、発達障害者支援法施行（平成 17年）、特別支援教育の実施（平成 19年）等発達

障害児者に対する様々な支援施策が行われたこと、またメディアで発達障害を取り上げる機会が増えた

こと等から、この 20年間の中で多くの人に知られるようになりました。 

アーチルでは開所当初から、ご本人・ご家族の「こうありたい」という思いを中心において、相談支

援を行ってきました。また相談支援の中で受け止めた、ご本人やご家族が望む「あったらいいな」の実

現に向けて、ご本人・ご家族や地域の支援者等と協働して様々なネットワーク形成や社会資源の創出に

も取り組んできました。今回特集する「地域活動推進センター」もその一つです。 

「働きたいが、一歩が踏み出せない」、「就労前の支援をしてくれるところが欲しい」というご本人の

声を受けて、発達障害のある方に就労前支援等を行う施設として、平成 18年度に「ほっとスペース

歩゜歩゜」と「ここねっとデイ」、翌年度に「アクティブ・デイ」が創出されました。この三つの地域

活動推進センターと自閉症児者相談センター、南北アーチルとが集まり、支援についての情報共有や課

題検討等を行う連絡会も重ねてきています。今後も「あったらいいな」を形にする取組みを、ご本人・

ご家族、支援者、地域住民等と協働して進めていきたいと思います。 

北部アーチル所長 蔦森武夫 

 
地域活動推進センターでは、発達障害がある成人期の方を対象に、日中活動に関するさまざまなサービ

スを提供しています。「家庭以外にも、安心して過ごせる居場所が欲しい」、「相談でき、仲間と集える場が

ほしい」というご本人やご家族の願いを実現するために立ち上げられました。 

日常生活の困りごとを相談したり、小集団の仲間と余暇活動を楽しんだり、就労に向けた準備をしたり

と、個々のニーズに合った支援を受けることができます。 

地域活動推進センターは仙台市内に 3箇所あります。各 NPO法人が、それぞれの強みを活かして活動

しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

裏面に地域活動推進センター『ほっとスペース歩゜歩゜（ぽぽ）』の取材レポートも掲載しております。 

『ここねっとデイ』 
若林区石名坂 

 
就労前支援や余暇活動に加え、ト

ークセッションという独自の活動を

行っています。利用者自らがテーマ

を選び、テーマごとにグループで語

り合う活動です。 

 

『ほっとスペース歩゜歩゜』 
泉区南中山 

 
日常生活支援に力を入れていま

す。小規模のグループ活動や、ソーシ

ャルスキルトレーニングによる就労

への意識付け、コミュニケーション

スキルの訓練などを行っています。 

『アクティブ・デイ』 
宮城野区高砂 

 
調理活動やクラフト、農作業、パ

ソコン講習など、さまざまなプログ

ラムから自分にあった活動を選択す

ることができます。家庭的な雰囲気

が特徴的なセンターです。 

 

特集記事 1 『地域活動推進センター』ってどんなところ？ 
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≪連絡先≫ 

仙台市北部発達相談支援センター（北部アーチル）電話：０２２－３７５－０１１０ 

仙台市南部発達相談支援センター（南部アーチル）電話：０２２－２４７－３８０１ 

≪ホームページ≫ http://www.city.sendai.jp/kenkou/hattatsu/gaiyou/ もしくは「アーチル」で検索 

 ※この広報紙についてのご意見・お問い合わせは上記の北部アーチルまでお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 令和 2年 12月 22日、仙台市泉区南中山の地域活動推進センター『ほっとスペース歩゜歩゜』に
て、施設長の佐藤さんから貴重なお話を伺うことができました。その一部をご紹介いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ほっとスペース歩゜歩゜って、どんなところ？  
 発達障害のある方を対象に、社会体験活動と就労体験の場を提供しています。具体的には、生活に
必要なスキルを高めるため職員と一緒に調理に取り組んだり、食器洗浄やメール便配函などの就労体
験を行ったりしています。また、少人数の仲間とゲームや外出を楽しむなどの余暇活動支援も行って
います。 

 

●就労に向けた支援について  
 就労に向けた支援は、地域活動推進センターの大きな役割の 1つです。ほっとスペース歩゜歩゜で
は、就労に向けて、「心のエネルギーを蓄える」お手伝いをします。自己肯定感や自信を回復して心の
エネルギーを蓄えられるように、自分自身についてより理解を深めたり、仲間とのかかわりを楽しん
だりする機会を提供しています。 

 

●支援するうえで大切にしていること  
生活するうえで生じる様々な困りごとは、状況・環境の変化に伴い、変わるものです。だからこそ、

目の前の課題のみを解決して支援を終えるのではなく、困ったときにいつでも相談できる場でありた
いと考えています。その方の生活に伴走するように、切れ目のない支援を提供できるよう心掛けてい
ます。 
 ほっとスペース歩゜歩゜は、『あったらいいなのサービスづくり』という言葉をモットーにしていま
す。枠にとらわれず、その方が本当に必要としている支援をこれからも行っていきます。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
≪編集後記≫ 

 佐藤さんのお話の中で、「自立の種類は就労だけじゃない」という言葉が強く印象に残っていま

す。ご本人の「こんな暮らしがしたい」という思いに寄り添うことが、支援においてとても大切

なことであると改めて感じました。【W】 

特集記事２ 地域活動推進センター 

『ほっとスペース歩
ぽ

゜歩
ぽ

゜』取材レポート 

 

この日は、地図とサイコロを使った宝探しゲームを 

みなさんで楽しんでいました！ 

 

様々な意見や推理が飛び交い、和やかながらも活気の 

ある雰囲気でした。 
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※アーチルは「仙台市発達相談支援センター」の愛称です。子供から大人まで，発達障害のある方の支援を行っています。 

※ちぇなっぷは「CHIN UP！（前を向いて）」の意味です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

アーチルニュース 

ちぇなっぷ 
第 34号 

≪今号の内容≫ 
 
『アーチル発達障害基礎講座』 

開催報告 
 
開 催 日：令和 2年 11月 30日（日） 

開催場所：仙台銀行ホールイズミティ 21 

地域の理解と支援の輪が広がるように 
 

 10年ほど前にアーチルの学齢児支援係長をさせていただき、昨年４月から再びアーチルに赴任することと

なり、南部の所長を務めさせていただいております。この間、「発達障害」について、様々なメディアや書籍

などで取り上げられ、以前に比べ世間での認知度が高まってきたことはとても喜ばしいことです。 

アーチルでは、発達障害のある方々が、身近な地域で安心して自分らしく活躍できるよう、個別の相談を受

けながら、仲間と出会う場や家族が集う場など本人と家族を支援することと併せて、保育所や幼稚園、学校、

福祉サービス施設等の支援者への支援も行ってきました。 

 こうした取り組みは、生涯にわたる一貫した支援体制づくりに必要なものですが、障害のある方と家族が身

近な地域で健やかに生活していくためには，地域の住民の皆さんの理解や地域全体での支えが重要であり、欠

かせないものと考えています。そのため、アーチルでは、発達障害についての地域での理解と支援の輪が広が

るように、市民の皆さんを対象とした研修会「基礎講座」を開催しております。 

 今回の特集は、昨年 11月に「あなたの隣の発達障害」と題して信州大学医学部教授の本田先生から、暮ら

しやすくなる環境づくりや接し方等具体的なお話しをいただいたことを取り上げました。 

 今後も、障害に対する理解が地域全体で進むよう、様々な機会をとらえて啓発に取り組んでまいります。  

南部アーチル所長 早坂健一 

 

特集記事 『アーチル発達障害基礎講座』開催報告 

 

『アーチル発達障害基礎講座』を開催しました！ 
 

アーチル発達障害基礎講座は、アーチルが毎年開催している市民のみなさま向けの講座です。 

今回の講座は、身近な地域で生活する発達障害者の理解を深めていく機会として企画いたしました。講師には、

NHKのドキュメンタリー番組『プロフェッショナル 仕事の流儀』にも出演された本田先生や、発達障害をお持

ちの当事者の方をお招きし、ご講話を頂きました！ 
 

当日は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の中、当事者のご家族や幼稚園・保育所、障害福祉事業所に

お勤めの支援者の方々など、総数 462名の皆さまにご参加いただき、アンケート結果も好評でした。 

 

 

 

 

 

『あなたの隣の発達障害 ～地域で安心して暮らしていくために～』 
 
第一部 「あなたの隣の発達障害」 
    講師：信州大学医学部付属病院子どものこころ診療部 部長 本田 秀夫 氏 
 
第二部 「当事者からのメッセージ ～これまでを振り返って思うこと～」 

講師：発達障害をお持ちの当事者の方 
仙台市自閉症相談センターここねっと 主任相談員 西田 有吾 氏 
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≪連絡先≫ 

仙台市北部発達相談支援センター（北部アーチル）電話：０２２－３７５－０１１０ 

仙台市南部発達相談支援センター（南部アーチル）電話：０２２－２４７－３８０１ 

≪ホームページ≫ http://www.city.sendai.jp/kenkou/hattatsu/gaiyou/ もしくは「アーチル」で検索 

 ※この広報紙についてのご意見・お問い合わせは上記の北部アーチルまでお願いします。 

 

 

 

 

 

講師の先生方から頂いた様々なお話の中から、特に印象に残った内容を一部ご紹介します！ 

 
≪編集後記≫ 

誰にでも、得意なことや苦手なことがあると思います。特性のあるなしに関わらず、相手を尊重

し、配慮する気持ちを大切にしていきたいと改めて感じました。【W】 

 

基礎講座 当日の様子 

 

第一部 「あなたの隣の発達障害」 
 

 本田先生より、発達障害の特性、障害をお持ちの

方が地域で暮らしやすくなる環境づくりや接し方の

ポイント、支援の課題などについて、当事者の目線

に立って幅広くお話していただきました。 
 

●発達障害がある方の、健康でハッピーな生き方 

 自分の「やりたいこと」を大切にすることが重要

だというお話をいただきました。 

発達の特性がある方は、得意なことと苦手なこと

の差が大きいことに加え、とても真面目なため「や

るべきこと」が多くなりがちです。「やるべきこ

と」をこなすストレスを解消するために、食事や睡

眠の時間を削ってしまうことがあります。 

「やるべきこと」を減らし「やりたいこと」にも

十分な時間を割けるよう、苦手分野のサポートが得

られる環境調整が必要ということでした。 

 

第二部 「当事者からのメッセージ」  
前 半 

 
発達障害をお持ちの当事者の方から、ご自身の特

性、これまでの経験や感じていたこと、思いなどを

具体的にご講話いただきました！ 
 

●自分の特性と上手に付き合うために必要なこと 

余暇の時間を確実に確保できる環境が重要だった

と、ご自身の経験を振り返っていらっしゃいまし

た。余暇活動は、人や社会とつながるきっかけにな

ったそうです。また、余暇を通じて周囲から肯定さ

れたことで、自分に自信を持つことができるように

なったとおっしゃっていました。 
 

●皆さんに伝えたいこと 

 「相手を尊重し配慮する気持ちが、全ての人に広

がりますように」というメッセージを頂きました。 

 

第二部 「当事者からのメッセージ」  
後 半 

 
「ここねっと」の西田さんをファシリテーターに

迎え、発達障害のある方の余暇活動を支援する際の

課題について講師 3者で討論を行いました。 
 

●余暇を共有できる場がほしい 

当事者同士のコミュニティを増やすことはもちろ

ん、今地域にある社会資源を活用できるよう情報提

供することも効果的な支援なのだそうです。 
 

●趣味など、余暇をみつけたい 

 必ずしも『遊び』を余暇と捉えなくてもいいとい

う本田先生の言葉が印象的でした。ボランティア活

動や自己研究など、『本人が負担感なく目的を持って

できること』も余暇活動の一つであるというお話を

いただきました。 

講座の資料をアーチルのホームページに

掲載しております。ぜひご覧ください！ 
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http://www.city.sendai.jp/kikakusomu/kurashi/kenkotofukushi/

